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１．平成１８年６月１日（木）午後１時００分から第１回茨木市国民保護協議会を南館１０階大会議室

で開催した

１．出席委員

会長 茨木市長

委員 近畿農政局大阪農政事務所 地域第一課長

委員 陸上自衛隊第３６普通科連隊第４中隊長

委員 茨木警察署 署長

委員 茨木土木事務所 所長

委員 茨木土木事務所 地域防災監

委員 大阪府北部農と緑総合事務所 所長

委員 茨木保健所企画調整課 課長補佐

委員 助役

委員 助役

委員 教育長

委員 消防長

委員 収入役

委員 水道事業管理者

委員 総務部長

委員 企画財政部長

委員 市民生活部長

委員 環境部長

委員 建設部長

委員 都市整備部長

委員 健康福祉部保健医療課 参事

委員 人権部男女共同参画課 参事

委員 西日本旅客鉄道㈱ 茨木駅長

委員 西日本電信電話㈱大阪支店 設備部災害対策室 室長

委員 日本通運㈱茨木支店 支店長

委員 関西電力㈱高槻営業所 所長

委員 大阪ガス㈱導管事業部 北東部導管部保安指令ｾﾝﾀｰ 所長

委員 西日本高速道路㈱関西支社 茨木管理事務所 所長

委員 茨木郵便局代表（太田郵便局 局長）

委員 ㈱阪急ﾚｰﾙｳｪｲｻｰﾋﾞｽ 高槻市駅管区 総括駅長

委員 阪急バス㈱茨木営業所 所長

委員 淀川右岸水防事務組合 事務局長

委員 神安土地改良区 理事長

委員 茨木市消防団 団長

委員 茨木市医師会 会長

委員 茨木市自治会連合会 会長

委員 茨木警察暑管内防犯協会 会長

委員 茨木市民生委員児童委員協議会 副会長

委員 （独）産業技術総合研究所 参与
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１．委員紹介及び説明のため出席した者は次のとおり

茨木市総務部総合防災課長

茨木市総務部総合防災課安全管理係長

１．会議次第は次のとおり

（１）開会

（２）市長あいさつ

（３）委員紹介

（４）協議会の運営について

（５）議 題

（６）閉会

１．会議において審議した議案案件は次のとおり

・茨木市の国民の保護に関する計画の諮問について

・茨木市国民保護計画について

・茨木市国民保護計画に係るスケジュールについて

○あいさつ（野村会長（市長 ））

○委員紹介（総合防災課安全管理係長）

○議長（野村会長（市長 ））

法及び条例の規定により、私の方で会議を進めてまいりますが、議事に入ります前に、協議会の運

営といたしまして 「国民保護法における協議会に関係する条文」と「茨木市国民保護協議会条例」に、

つきまして、事務局から説明を求めます。

○案件説明（総合防災課長）

「資料２ 国民保護法（協議会関係規定抜粋 」について）

国民保護法第３９条第１項に協議会の設置を、第２項に、協議会の所掌事務が規定されている。

２項１号では、協議会は、市長の諮問に応じて国民の保護のための措置に関する重要事項を審議

すること、２号では、国民の保護に関する重要事項に関し市長に意見を述べることとされている。

第４０条では、協議会の組織について規定されている。

第２項に、会長は市長をもって充てること、第４項に、委員の皆様の選任区分、第５項は、法第

３８条第５項の規定を準用するとされており、内容は、委員の任期が２年であることなどが規定さ

れている。

「資料３ 茨木市国民保護協議会条例」について

第１条では、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める旨、規定している。

第２条では、委員の定数を、４０人以内。

第３条では、協議会に、専門委員を置くことができるものとしている。

第４条では、会長に事故ある時、又は欠けた時、職務代理を設ける旨、規定している。

なお、職務代理の指名につきましては、後ほど、会長より指名する。
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第５条では、会議の運営について規定している。

第６条では、この条例に定めるもののほか、協議会の運営についての必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める旨、規定している。

○議長（野村会長（市長 ））

「茨木市国民保護協議会条例」第４条の規定に基づき、会長の職務代理につきまして指名したいと

存じます。

職務代理者として、本市助役の南委員を指名いたします。

続きまして 「茨木市国民保護協議会運営要領（案 」について、事務局から説明を求めます。、 ）

○案件説明（総合防災課長）

「資料４ 茨木市国民保護協議会運営要領（案 」について）

第１条では、この要領の趣旨を定めている。

第２条では、会議の招集については、あらかじめ委員に通知する旨を定めている。

第３条では、委員の代理出席等について、定めている。

第４条では、委員の異動があった場合、会長への報告

第５条では、事務局は総合防災課が担当する旨、定めている。

第６条では、会議録の作成を定めている。

第７条では、雑則として、この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って、別に定める旨、規定している。

○質疑 なし

○茨木市国民保護協議会運営要領 可決成立

○案件説明（総合防災課長）

「資料５茨木市審議会等の公開に関する指針」について

○質疑 なし

○茨木市国民保護協議会の公開 決定

○茨木市の国民の保護に関する諮問について（野村会長（市長 ））

まず 「茨木市の国民の保護に関する計画についての諮問」を議題といたします。、

国民保護法では 「市町村の保護計画を作成するときは、あらかじめ協議会に諮問しなければならな、

い」とされておりますので、諮問をさせていただきます。

それでは茨木市長として、本協議会に諮問いたします。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３９条第３項の規定に基づき 「茨、

木市の国民の保護に関する計画をいかに策定するか」について、本協議会に諮問いたします。

よろしくお願いします。

それでは、続きまして 「茨木市国民保護計画について」を議題といたします。、

国が作成しました「国民の保護に関する基本指針」の概要と市町村における国民保護計画が円滑な策

定に資するため、大阪府と府内市町村で作成した「市町村国民保護計画（素案 」につきまして、事務）

局の説明を求めます。
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○案件説明（総合防災課長）

※資料を概略的に説明する

「資料６ 国民の保護に関する基本指針」の概要について

第１章「国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針」について

第２章「武力攻撃事態の想定に関する事項」について

第３章「実施体制の確立」について

第４章「国民の保護のための措置に関する事項」について

第５章「緊急対処事態への対処」について

「資料７ 市町村国民保護計画（素案 」について）

第１編 総論

第１章 総則

第２章 基本方針

第５章 茨木市国民保護計画が対象とする事態

第２編 武力攻撃事態等への対処

第１章 実施体制の確立

第２章 住民避難

第３章 避難住民等の救援

第２節 安否情報の収集・提供

第４章 武力攻撃災害への対処

第３編 平素からの備え

第１章 組織・体制の整備

第３節 研修

第５節 広報・啓発

第６節 訓練

第２章 避難・救援・災害対処

第４編 復旧等

第１章 施設の応急復旧

第２章 武力攻撃災害の復旧

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等

第４章 国民の権利利益の救済に係る手続等

○質疑 なし

○今後のスケジュールについて説明（総合防災課長）

今後の予定として

・８月下旬に第２回協議会を開催し、茨木市国民保護計画の概案作成

・秋頃、茨木市国民保護計画に係るパブリックコメント実施

・１２月第３回協議会において、茨木市国民保護計画に対する答申

・大阪府知事との協議

・３月議会への報告

○質疑 なし
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○議長（野村会長（市長 ））

ご質問もないようですので、今後、この日程で進めてまいりたいと思います。

それでは、本日の茨木市国民保護協議会を閉会させていただきます。

委員の皆様方におかれましては、公私、何かとご多忙のことと存じますが、本市の国民保護計画の

答申に向け、ご協力をお願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。

○閉会 午後１時４０分


